
第 45回日本呼吸療法医学会 託児室利用規約 

託児室の利用に際しましては、下記の事項をご確認の上、お申し込みください。 

 

託児室運営 

1. 本託児室は、学会より委託を受けた株式会社ポピンズファミリーケアが運営いたします。 

2. 保育スタッフ(シッター)の人数は、概ね 0 歳児 1 名に対して 1 名、1 歳児 1 名に対して  

2 名、2 歳児以上に対して 3 名とし、開室中は 2 名以上を原則とします。 

ご利用資格 
1. 託児室の利用は交流会参加者の同伴するお子様に限ります。 

2. 生後 3 ヶ月～小学校６年生までのお子様を対象とします。 

ご利用料金 
1. ご利用料金は無料です。  

2. お申込期日は7月28日(金)17:00までとなります。 

申込み 
3. ご利用には事前に所定のフォームでのお申込みが必要です。 

4. 申込期間を過ぎてのご予約はお受付けいたしかねます。 

持ち物 

当日は、スマートフォンなどで「託児申込」したことがわかる画面を提示してください。     

１．保護者の⾝分証明書（健康保険証・運転免許証など） 

２．保育に必要なもの。以下のものを必要に応じてお持ちください。 

おむつ、おしり拭き、着替え、手拭用タオル、ビニール袋数枚（おむつ・汚れた服入れ用）、

食事、おやつ、飲み物、粉ミルク、哺乳瓶(2 回以上調乳を希望される方は複数本持参くださ

い)、お湯(調乳希望の場合)など。 

※哺乳瓶の洗浄はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 

※お持ち物にはすべて記名ください。記名の無いものにつきましては、託児室では責任を負い  

かねます。 

食事 

1. 託児室では、お食事の用意はございません。 

2. 託児中にお食事を摂られる場合は、お子様をお迎えいただくか、お食事をお持ちください。    

※託児室にてお子様とご一緒にお食事を摂られても結構です。 

ご利用にあたって 

1. お子様のお手洗いを済まされたあと、ご来室ください。 

2. 託児受付では、当日のお子様の体温など、ご様子をお伺いいたします。 

発熱（37.5℃以上）や感染症など体調不良や、集団託児に適さないと保育スタッフが判断し

た場合には、お預かりをお断りすることがあります。 

3. 保育スタッフによる与薬はいたしかねます。 

4. ご予約いただいた託児時間に合わせ、保育スタッフが常駐いたします。当日の託児時間の  

延長対応はいたしかねます。 

5. 発熱や体調の変化が見られた場合は、緊急連絡先（携帯電話）にご連絡をいたします。    

変更・キャンセル 
1. 変更・キャンセルの場合は、速やかに問い合わせ先までご連絡ください。 

2. 直前での変更やキャンセルにつきましては、お電話にてご連絡をお願いいたします。 

問い合わせ先 

株式会社ポピンズファミリーケア 名古屋支社（担当：轟木） 

E-mail：takuji-yoyaku@poppins.co.jp 

TEL：052－541－2100 ＜平日（土・日・祝日を除く）9：00-18：00＞ 

 

 

 



＜ご利用条件＞       

１ .  お 子 様 の お 熱 が 37.5 度 以 上 あ る な ど 、 体 調 不 良 の 場 合 は お 預 り で き ま せ ん 。 お 預 り 中 に 、    

事 故 、 災 害 、 突 発 的 な 怪 我 等 の 緊 急 対 応 が 必 要 な 事 態 が 発 生 し た 場 合 、 ㈱ ポ ピ ン ズ フ ァ ミ リ ー

ケ ア は 、 あ ら か じ め 保 護 者 が 指 定 し た 緊 急 連 絡 先 に 連 絡 し 保 護 者 の 指 示 を 仰 ぐ よ う 努 め る も の

と し 、 連 絡 が 取 れ な か っ た 場 合 で あ っ て も 、 ㈱ ポ ピ ン ズ フ ァ ミ リ ー ケ ア の 判 断 に よ り 、 お 子 様

の 生 命 、 ⾝ 体 の 安 全 を 最 優 先 さ せ て 最 善 の 措 置 を と る こ と が で き る も の と し ま す 。  

２ .  前 項 の 措 置 に つ い て は 、 ㈱ ポ ピ ン ズ フ ァ ミ リ ー ケ ア は 、 軽 度 の 応 急 手 当 を お 子 様 に 対 し て 行 う

こ と が で き る も の と し 、 そ れ を 超 え る 医 療 行 為 は 医 療 機 関 に よ り 実 施 す る も の と し ま す 。 ㈱ ポ

ピ ン ズ フ ァ ミ リ ー ケ ア は 、 保 護 者 と 連 絡 が 取 れ な か っ た 場 合 に 医 療 機 関 に 医 療 行 為 の 実 施 の 許

諾 を す る 権 利 を 有 す る も の と し ま す 。  

３ .  前 ２ 項 の 対 応 に よ っ て 、 お 子 様 に 後 遺 症 等 の 損 害 が 発 生 し た 場 合 、 当 社 は 一 切 の 責 任 を 負 わ な

い も の と し 、 措 置 に か か っ た 費 用 は 、 保 護 者 が 負 担 す る こ と と し ま す 。  

４ .  預 り 中 に 発 生 し た お 子 様 の ⾝ 体 ま た は 所 持 品 に 対 す る 損 害 （ 自 然 災 害 等 の 不 可 抗 力 に よ る 損 害

を 含 む ） に つ い て は ㈱ ポ ピ ン ズ フ ァ ミ リ ー ケ ア の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ る も の を 除 き 、 ㈱ ポ ピ

ン ズ フ ァ ミ リ ー ケ ア は  一 切 責 任 を 負 う も の で は あ り ま せ ん 。 ま た 、 ㈱ ポ ピ ン ズ フ ァ ミ リ ー ケ

ア の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 損 害 が 発 生 し た 場 合 の 損 害 賠 償 額 は 、 ㈱ ポ ピ ン ズ フ ァ ミ リ ー ケ ア

の 故 意 ま た は 重 過 失 に よ る 場 合 を 除 き ㈱ ポ ピ ン ズ フ ァ ミ リ ー ケ ア が 加 入 す る 保 険 （ 賠 償 責 任 保

険 、 傷 害 保 険 ） か ら 支 払 わ れ る 保 険 金 の 範 囲 内 と し ま す 。  

 

＜感染症に関する特約事項＞  

1.  ㈱ ポ ピ ン ズ フ ァ ミ リ ー ケ ア で は 、感 染 症（ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス を 含 む 。以 下 同 じ ）へ の 感 染 予

防 対 策 を 講 じ 、 自 己 の 従 業 員 、 お 子 様 、 保 護 者 そ の 他 第 三 者 へ の 感 染 予 防 に 努 め て い ま す 。  

2 .  万 が 一 、お 子 様 が 感 染 症 に 罹 患 し た 場 合 、又 は そ の お そ れ が あ る 場 合 に は 、㈱ ポ ピ ン ズ フ ァ ミ

リ ー ケ ア は 、 保 護 者 に 連 絡 し 、 感 染 拡 大 の 防 止 の た め の 協 力 を 要 請 し ま す 。 ま た 、 こ の 場 合 、

㈱ ポ ピ ン ズ フ ァ ミ リ ー ケ ア は 託 児 サ ー ビ ス を 中 止 す る こ と が で き る も の と し ま す 。  

3 .  お 子 様 が 感 染 症 に 罹 患 し 、又 は そ の お そ れ が あ る こ と に よ り 生 じ た 損 害 に つ い て 、㈱ ポ ピ ン ズ

フ ァ ミ リ ー ケ ア は 一 切 責 任 を 負 う も の で は あ り ま せ ん 。  

4 .  本 特 約 事 項 に 定 め る 規 定 は 、 上 記 記 載 の ご 利 用 条 件 に 優 先 し て 適 用 さ れ る も の と し ま す 。  


